
【第９７回国際人権に関する研究会】

日時：2019年3月8日

午後6時～午後8時 ※開場は午後5時50分

場所：弁護士会館１７階１７０２会議室

講師：大谷美紀子弁護士（日本弁護士連合会国際人権問題委員会委員
・国連子どもの権利委員会委員）

国連で採択された人権条約については，締約国による条約の履行状況を国際的に監視す
るために，個人資格の委員で構成される条約機関としての委員会が設置されています。
国連総会は，２０１４年，この人権条約機関制度の効果的機能の強化・向上に関する決議を

採択しました。そして，この決議に基づき，国連総会は，２０２０年４月９日までに，同制度の持
続性を確保するために取られた措置の効果をレビューし，同制度の効果的機能の強化・向上
のためにさらなる行動を決定します。
日本は数多くの人権条約を批准しており，こうした条約機関の強化は日本の人権条約の履

行状況，ひいては日本における人権の尊重・保護・充足にも大きく関わります。
国連子どもの権利委員会委員を務め，条約機関の現状及び上記条約機関強化に関する議

論状況に精通する大谷美紀子弁護士から，条約機関制度に関する最新の国際的動向などに
ついて紹介し，議論を行います。
貴重な機会ですので，是非奮って御参加ください。

金

★下記に必要事項を御記入の上，ＦＡＸにてお申し込みください（切取り不要）。★

ＦＡＸ送付先： ０３－３５８０－９８４０
お名前 （ ） 登録番号（会員のみ） （ ）

所属先 （ ）

連絡先 （メールアドレス： ）

ＴＶ会議希望 （接続先： 弁護士会 支部）
※御希望の方は，メールアドレスを必ず御記載ください。
※申し訳ございませんが，技術的な理由により，接続先からは御発言ができないことを御了承願います。

－－－－－－－－－－－

※定員に達した場合，申し訳ございませんが，御参加いただけないことがございます。その場合は，
下記担当事務局から連絡させていただきます。

※御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し
ます。また，この個人情報は，本研究会に関する参加確認のために利用します。

条約機関強化国連総会決議レビューについて

参加申込書

申込期限：２０１９年３月４日（月） 【定員：４０名（先着順）】

参加費無料

お問い合わせ：日本弁護士連合会企画部国際課
TEL：03-3580-9741




